
郡山市オンライン申請サービス 行政財産の目的外使用許可申請 画面操作案内 

 

○利用者の申請 

 

郡山市オンライン

申請サービスへロ

グイン。 

 

 

サービス利用には

アカウント登録が

必要です。 

 

アカウント登録が

終わったら、個人又

は事業者向け手続

きを選択。 



 

「行政財産の目的

外使用許可申請」を

選択。 

※例は個人申請の

場合です。 

 

 

制度の内容詳細を

確認。 

 

「次へ進む」を選

択。 



 

申請先の財産所管

課を選択。 

 

 

カレンダーから申

請日を選択。 

 

納税状況確認の同

意は「同意する」を

選択。 

 

 

申請種別を「新規」

又は「更新」で選択。 

 

 

 

申請者の情報を入

力。必ず、電子署名

書と一致するよう

ご注意ください。 

（職員が審査時に

電子署名情報と照

合します。） 

 

 

 

 

 

 



電話番号・メールア

ドレスを入力。 

（申請内容につい

て財産所管課から

連絡することがあ

ります。） 

 

行政財産の名称・所

在地を入力。 

（不明な場合は財

産所管課へお問い

合わせください。） 

 

使用したい行政財

産の種別を選択。 

 

 

 

種目・構造を入力。 

 

 

 

数量を入力。 

（一般的な単位は

次項で選択できま

す。選択肢にない場

合はこちらに入力

したください） 

 

単位を選択。 

（単位が選択肢に

ない場合は前項で

数量の後に直接入

力してください。） 

 

 

使用の目的を入力。 

（例を参考に使用

用途を入力してく

ださい。） 



使用期間を選択。 

（使用開始日まで

余裕をもって申請

をお願いします。） 

 

使用期間は自動計

算。 

 

使用を要する理由

を入力。 

（市の土地の使用

がやむを得ない理

由等入力してくだ

さい。） 

 

使用料は使用形態

等に応じ、財産所管

課で計算します。 

使用料の減免は郡

山市行政財産使用

料条例の規定に従

い行います。 

申請内容が分かる

資料の添付をお願

いします。 

（1ファイル10MB

までで 10 ファイル

添付可能です。） 

 

申請内容の確認。 



パソコンで電子署名する場合 

  

 
 

スマートフォンで電子署名する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請には電子署名

が必要です。 

 

 

パソコンの場合 

対応するカードリ

ーダーにカードを

差し込み、電子署名

します。 

 

  

 

スマートフォンの

場合 

対応するスマート

フォンをカードに

かざし、電子署名し

ます。 

    

 
 

電子署名 手順 

※例はスマートフ

ォン使用の場合で

す。 

 

 

スマートフォンア

プリの「TASK ポー

タル」を開き、電子

署名を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカー

ド取得の際に設定

した「電子署名」用

のパスワードを入

力し、電子署名を完

了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子署名後申請フ

ォームに戻り、「申

請する」をクリッ

ク。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

以上が、オンライン申請の操作例になります。 

 

申請完了。 

申込番号が付与さ

れます。 

 

 

財産所管課が順次

審査を行います。 

 

 

審査完了後、使用許

可となれば、システ

ムより「手続完了」

が通知され、後日、

使用許可書と納入

通知書（免除を除

く）をご申請いただ

きましたご住所へ

送付します。 

 

納入通知書で指定

された金融機関で

使用料を納付し、行

政財産の使用を開

始してください。 

 

 

 

なお、 

審査の進捗状況は

マイページで確認

することが可能で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


